
件　　　名
荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び「あら
みぃ」ぬいぐるみ製作委託

№5200777

工（納）期

契約締結日

契約金額

プレジデントジャパン株式会社

備　　考

随意契約（相手方指定）調書

相手方指定理由

令和　７年　３月３１日

令和　７年　１月　６日

２，１２３，５５０円（消費税込み）

別紙に記載のとおり。

（法人番号：8011501008589）

契約相手方



契約審査委員会資料

R6.12.26

件　　名

名　称

所在地

代表者

物品契約・随意契約（指名見積競争）

経理課契約係

指名業者
（案）

業者選定理由書

荒川区シンボルキャラクター「あら坊」及び「あらみぃ」ぬいぐるみ製作委託

プレジデントジャパン株式会社

東京都荒川区西日暮里２－１１－６

代表取締役　山内　一夫

特命理由

その他
特記事項

　本件は、荒川区シンボルキャラクター「あら坊」「あらみぃ」のぬいぐるみ
の作製を委託するものである。

　今年度において、昨年度本案件見積競争参加業者４社及び２３区で同様の実
績を有する２社の合計６社のうち、履行可能と回答のあった４社に対して見積
競争を実施したところ、３社が予定価格超過の結果であった。このため３社に
減価交渉を行ったが、１社が辞退、再度見積書の提出のあった２社についても
予定価格超過のため不調となった。
　
　以上を踏まえ、主管課において価格を変更したうえで、改めて発注を行うこ
ととする。

　経理課として検討したところ、上記業者は当初の予定価格を超過していたも
のの、３社に対する減価交渉の結果、再度の見積書提出において最低価格を提
示した事業者である。また、ぬいぐるみの販売に支障をきたさないためにも速
やかに相手方を決定する必要があることから、上記相手方の指定は妥当である
と考える。
　以上の理由から、上記業者を相手方とした随意契約を締結する。

○根拠規定：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
（性質又は目的が競争入札に適さないもの）


